
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな方を求めています！！ 

募集対象は以下のとおりとなります。 

( １)令和２年４月１日時点で概ね 20 歳～45 歳以下の方 

( ２)性別は問いません 

( ３)住所要件（３つのうちどれか１つ満たすこと。) 

・３大都市圏内の都市地域若しくは一部条件不利地域又は政令指定都市に住所を

有する方 

・３大都市圏外の都市地域に住所を有する方 

・２年以上地域おこし協力隊員の経験があり、かつ解職から１年以内の方 

( ４)任用後、屋久島町に住民票を異動できる方 

( ５)屋久島町に移住を検討している、屋久島町に定住を前提に移住する方を優遇 

( ６)心身ともに健康で、誠実に勤務ができる方 

( ７)地域の活性化に意欲があり、地域の課題解決に積極的に取り組むことができる方 

( ８)普通自動車運転免許を所持し、実際に運転ができる方 

( ９)一般的なパソコンの操作ができる方（マイクロソフトワード、エクセルなど） 

(10)パソコン・web 関係の資格保有者を優遇 

(11)地方公務員法第 16 条の欠格条項に該当しないこと 

世界自然遺産のまち屋久島町

屋久島町は鹿児島市より航路距離で約 135km 南方の海上にある、屋久島と口永良部島によって

構成される自治体です。屋久島は 1995 年にユネスコの世界自然遺産に登録され、その認知度は格

段に向上しました。しかしながら、本町においても全国的な流れと同様、人口減少や少子高齢化が著

しく進行しています。今回は、外からの目線を入れながら地域住民と協働して地域おこし活動を担っ

ていただける方を募集します。屋久島に２名、口永良部島の１名の隊員が活躍しています！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんな活動があります 

移住推進及び情報発信 

 屋久島町でも加速度的に進む人口減少、少子高齢化を緩やかにする対策として、移住・定住を促進

するため、地域外の視点を取り入れながら、活動していただきます。 

（１）移住推進に関する業務 

ア 移住希望者からの相談対応 

イ 移住体験ツアーの相談対応 

（２）移住の情報発信に関する業務 

ア 移住関係インターネットページの情報更新 

イ 移住者へのインタビュー等による移住体験談の収集 

ウ SNSを活用した日常的な情報発信 

（３）空き家対策に関する業務 

ア 各集落を回り、空き家の情報収集 

イ 移住希望者に対する空き家情報の提供 

任期は、令和２年４月１日～令和３年３月 31 日（勤務状況及び成果によって最大３年間継続可。） 

詳細については屋久島町ホームページを御確認ください。 
http://town.yakushima.kagoshima.jp 

＜本件担当＞ 

〒891-4207 

  鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田849番地20 

  屋久島町役場 観光まちづくり課 地域振興係 田口 

  Tel  0997-43-5900 内線233 

 Fax  0997-43-5905 

  Mail: ijyu@town.yakushima.kagoshima.jp 

待遇 

（１）報酬      月額 160,000 円（月 18 日以上活動） 

（２）保険      社会保険等（健康保険、厚生年金及び雇用保険） 

（３）有給休暇等   有り（詳細はお問い合わせください。） 

（３）活動費     月額 160,000 円程度の活動費を支給します。 

（４）旅費      着任旅費有り 

（５）交通手段    町内の生活に自家用車が必要です。 


